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2025 年 6 月 17 日、ベトナム国会は現行企業法第 59/2020/QH14 号（現行法）の一部を改正する法律第 76/2025/QH15

号（改正法）を採択した。改正法は 2025 年 7 月 1 日から施行された。本稿では、現行法の改正前の規定（旧規定）

からの変更点を中心に、改正法の内容を紹介する。 

1. 配当および市場価格の定義 

(1) 配当 

旧規定では、配当とはそれぞれの株式に対して現金その他の財産により支払われる純利益と定義されている

1。改正法では、財務諸表上の表記および実態に適合させるため、各株式について現金その他の財産により

支払われる税引き後の利益、と定義された2。 

(2) 市場価格 

旧規定では、持分または株式の市場価格とは、市場におけるその直前の価格、売主買主間で合意された価格

または価格査定組織が確定した価格と定義されている3。改正法では、株価操作による株価の上下操作を防

止する観点から、(a)証券取引システムで取引される上場株式または登録株式については、評価日前 30 日間

の平均取引価格、売主買主間で合意された価格または価格評価組織が確定した価格、(b)持分および(a)に記

載の株式以外の株式については、市場における直前の価格、売主買主間で合意された価格または価格査定組

織が確定した価格、と定義された4。 

 

2. 実質的所有者 

(1) 実質的所有者の概念 

改正法では、改正前では規定のない法人格を有する企業の実質的所有者（実質的所有者）という概念を導入

した。改正法によれば、実質的所有者とは、ある企業の定款資本の実質的な所有権を有し、またはその企業

を支配する権利を有する個人を指す。ただし、国家が定款資本の 100%を保有する企業における直接所有者

 
1 旧規定第 4 条 5 項 
2 改正法第 1 条 1 項 a 号 
3 旧規定第 4 条 14 項 
4 改正法第 1 条 1 項 b 号 
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代表者、および企業における国家資本の管理および投資に関する法令上規定されている株式会社および二名

以上社員有限責任会社の国家資本の代表者を除く5。 

(2) 実質的所有者の情報の収集・更新・保管・提供 

改正法では、現行法で企業に課されている一般的な義務に加え、実質的所有者に関する情報を収集・更新・

保管し、要請があった場合には管轄当局に情報を提供しなければならない、と規定した6。そして、改正法

では、現行法で定められている文書保管の対象となる文書に、実質的所有者リストを加えた7。 

(3) 実質的所有者に関する申請書類 

改正法は、株式会社・有限責任会社のいずれであっても、企業登録申請書類には企業の実質的所有者リスト

を含めなければならないと規定した8。実質的所有者リストには、実質的所有者の氏名・生年月日・国籍・

民族・性別・連絡先住所・出資比率または支配権の有無・個人に関する法的証明書に記載された情報、を含

めなければならない9。また、企業登録申請書の中にも、企業の実質的所有者に関する情報を含めることが

求められる10。 

改正法施行前に設立されている企業については、企業は任意に追加情報を提供する場合でない限り、次に実

施される企業登録内容変更登録手続または企業登録内容変更通知手続を行う際に、実質的所有者に関する情

報および特定情報を提供しなければならない11。実質的所有者に関する情報に変更があった場合も、当局へ

の通知が求められる12。 

 

3. 行政手続におけるデジタル署名および事業登録アカウントの廃止 

改正法では､旧規定で規定されていた､行政手続におけるデジタル署名および事業登録アカウント13を廃止す

るとともに､新たにオンライン企業登録制度を導入し､その具体的な申請書類･手続等は､2025 年 6 月 30 日に

制定された企業登録に関する政令第 168/2025/ND-CP 号 (第 37~39 条) によって定めるものとした。 

なお、法定代表者が外国人の場合、システム上の問題が発生し、電子 ID 番号（VNeID）の取得が事実上でき

ない状況が続いていたが、7 月 1 日以降は、外国人個人の VNeID の発行が各地で始まっており、所轄地域に

おける最新情報を収集して迅速な対応が求められる。 

 
5 改正法第 1 条 1 項 d 号 
6 改正法第 1 条 2 項 
7 改正法第 1 条 3 項 
8 改正法第 1 条 8 項､9 項 
9 改正法第 1 条 10 項 
10 改正法第 1 条 11 項 
11 改正法第 3 条 1 項 
12 改正法第 1 条 13 項 
13 旧規定第 26 条 3 項,4 項 
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4. 株式会社における定款資本金の減資に関する変更点 

旧規定は､株式会社が定款資本金を減資できる場合として､会社が会社設立登録の日から 2 年以上継続して事

業活動を行い､株主への資本返還後も各債務およびその他の各財務的義務を確実に全額弁済できる場合を規

定する14｡ 

改正法では､この 2 年の期間には､事業の一時停止の登録期間を含まない､と明記した15｡ 

また､改正法は､株式会社が定款資本金を減資できる場合として､会社が法令および定款に従い､償還優先株式

を保有する株主に対し､株式に付された条件に基づき払込資本金を要求に従い支払った場合､も追加した16｡ 

 

  

 
14 旧規定第 112 条 5 項 
15 改正法第 1 条 17 項 a 号 
16 改正法第 1 条 17 項 b 号 
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ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/野口 哲朗 Tetsuro Noguchi/Nguyen Thi Hong Phuc/ Dao Thi Lan 

Anh/Bui Viet Anh 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp 

 

[ ハノイオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小幡 葉子 Yoko Obata/Le Phuong Lan/Nguyen Thu Huyen/Le Duc Son/Nguyen Thi Anh 

Phuong 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp 

  

 

 

 

 

 

 


